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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間　個票 

こども未来部　保育課 

 
許認可等の内容 乳児等支援給付認定

 
根拠法令等及び条項 子ども・子育て支援法第３０条の１４

 標

準

処

理

期

間

根拠条項 未設定

 
設定等年月日

平成　　年　　月　　日設定 

平成　　年　　月　　日最終変更

 
標準処理期間

 

審

査

基

準

根拠条項
子ども・子育て支援法第３０条の１４ 

子ども・子育て支援法施行規則第２８条の２２

 
参考事項 栃木市子ども・子育て支援法施行細則

 
設定等年月日

令和　８年　４月　１日設定 

令和　　年　　月　　日最終変更

 【　基　準　】 

子ども・子育て支援法　抜粋 

（支給要件） 

第三十条の十四　乳児等のための支援給付は、支給対象小学校就学前子ども（満三歳未

満の小学校就学前子ども（当該小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者

が現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育

給付費の支給を受けている場合における当該小学校就学前子ども又は第七条第十項第

四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。）をいう。以下

この節及び第五十四条の二第二項において同じ。）の保護者に対し、当該支給対象小学

校就学前子どもの第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援の利用につい

て行う。 

（市町村の認定等） 

第三十条の十五　支給対象小学校就学前子どもの保護者は、乳児等のための支援給付を

受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その支給対象

小学校就学前子どもごとに、乳児等のための支援給付を受ける資格を有することにつ

いての認定を申請し、その認定を受けなければならない。 

２　前項の認定（以下「乳児等支援給付認定」という。）は、支給対象小学校就学前子ど

もの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、当該支給対象小学校就学前

子どもの保護者が居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは、当

該支給対象小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。 

３　市町村は、乳児等支援給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、当

該乳児等支援給付認定に係る保護者（以下「乳児等支援給付認定保護者」という。）に

氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証（以下「乳児等支援支給認定証」
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 という。）を交付するものとする。 

子ども・子育て支援法施行規則　抜粋 

（乳児等支援給付認定の申請等） 

第二十八条の二十二　法第三十条の十五第一項の規定により同項に規定する認定（以下

「乳児等支援給付認定」という。）を受けようとする支給対象小学校就学前子ども（法

第三十条の十四に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。）の保護者

は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 

一　当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先（保護者が法人であ

るときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に

係る支給対象小学校就学前子どもの居住地） 

二　当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該支給対象

小学校就学前子どもの保護者との続柄 

２　前項の申請書は、特定乳児等通園支援事業者（法第五十四条の三に規定する特定乳

児等通園支援事業者をいう。以下同じ。）を経由して提出することができる。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、関係市町村との連携に努めるとともに、前項の規定

により第一項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護

者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

 

 


